
 

 

越谷市ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討規程  

 

多様な ＰＰ Ｐ／ Ｐ ＦＩ 手 法導 入を 優 先的に 検討 する た めの指 針

（令和７年改訂版）（令和７年６月４日民間資金等活用事業推進会

議決定） に基 づき 、公共施 設等 の整 備等に多 様な ＰＰ Ｐ／ＰＦ Ｉ

手法を導入するための優先的検討規程を次 のように定める。  

 

（目的）  

第１条  この 規程 は、優先 的検 討を 行うに当 たっ て必 要な手続 き

を定め るこ とに よ り、新 たな 事業 機 会の創 出 及 び民 間 投資 の 喚

起を図 り、 効率 的 かつ効 果的 に社 会 資本を 整備 する と とも に 、

市民に 対す る低 廉 かつ良 好な サー ビ スの提 供を 確保 し 、もっ て

地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。  

（定義）  

第２条  この 規程 において 、次 の各 号 に掲げ る用 語の 意義は、 当

該各号に定めるところによる。  

 ⑴  Ｐ ＦＩ 法  民間資金 等の 活用 による公 共施 設等 の整備等 の

促進に関する法律（平成１１年法律第１１ ７号）  

 ⑵  公共施設等  ＰＦＩ法第２条第１項に規定する公共施設等  

 ⑶  公 共施 設整 備事 業  ＰＦ Ｉ 法 第２条第 ２項 に規 定する公 共

施設等の整備等に関する事業  

 ⑷  利用料金  ＰＦＩ法第２条第６項に規定する利用料金  

 ⑸  運営等  ＰＦＩ法第２条第６項に規定する運営等  

 ⑹  公 共施 設等 運営権  ＰＦ Ｉ 法 第２条第 ７項 に規 定する公 共

施設等運営権  

 ⑺  整 備等  建 設、製造 、改 修、 維持管理 又は 運営 （市 民に 対

するサービスの提供を含む。）



 

 

 ⑻  優 先的 検討  この規 程に 基づ き、公共 施設 等の 整備等の 方

針を 検討 する に 当 たっ て、 多様 な Ｐ ＰＰ ／Ｐ ＦＩ 手 法 の導入

の適 否 を 従来 型 手 法 （ 自ら 公共 施 設 等の 整備 等を 行 う 方法を

いう。以下同じ。）に優先して検討すること。  

（対象とするＰＰＰ／ＰＦＩ手法）  

第３条  この 規程 の対象と する ＰＰ Ｐ／ＰＦ Ｉ 手 法は 、次に掲 げ

るものとする。  

⑴  民間事業者が公共施設等の運営等を担う手法  

ア  公共施設等運営権（コンセッション）方式   

イ  指定管理者制度   

ウ  包括的民間委託   

エ  ０
オー

方式（運営等 Operate）  

⑵  民間 事 業 者が 公共 施設 等の 設計 、建 設又 は製 造及 び運 営等

を担う手法  

ア  ＢＴＯ方式（建設 Build-移転 Transfer-運営等 Operate）   

イ  ＢＯＴ方式（建設 Build-運営等 Operate-移転 Transfer）   

ウ  ＢＯＯ方式（建設 Build-所有 Own-運営等 Operate）    

エ  ＤＢＯ方式（設計 Design-建設 Build-運営等 Operate）  

オ  ＲＯ方式（改修 Renovate-運営等 Operate）  

⑶  民間 事業 者 が 公共 施設 等の 設 計 及び 建設 又は 製 造 を担 う手

法  

ア  ＢＴ方式（建設 Build-移転 Transfer。民間建設買取）  

イ  民間建設借上方式  

ウ  ＤＢ方式（設計 Design-建設 Build）  

（優先的検討の開始時期）  

第４条  市 は、 新 たに公共施 設等の 整備等を行 うため に 基本構想 、

基本計 画等 を策 定 する場 合 及 び 公 共 施設等 の運 営等 を 見直す 場



 

 

合は、優先的検討を行うものとする。  

  また 、複 数分 野又は複 数の 公共 施設等を 一括 して 事業化す る

分野横 断型 ＰＰ Ｐ ／ＰＦ Ｉ や 複数 の 地方公 共団 体が 公 共施設 等

の管理 者等 にな っ て ＰＰ Ｐ／ ＰＦ Ｉ 事業を 実施 する 広 域型 Ｐ Ｐ

Ｐ／ＰＦＩについても優先的検討を行うものとする。  

（優先的検討の対象とする公共施設整備事業）  

第５条  優先 的検 討の対象 とす る公 共施設整 備事 業 （ 以下「優 先

的検討対象事業」という。）は、次に掲げる要件を満たすものと

する。  

⑴  次に 掲げ る い ずれ か の 事業 のう ち、 民間 事業 者の 資金 、経

営能力及び技術的能力を活用する効果が認められる公共施設

整備事業  

ア  建築物又はプラントの整備等に関する事業  

イ  利用料金の徴収を行う公共施設整備事業  

⑵  次に 掲げ る い ずれ かの 事業 費基 準を 満た す公 共施 設整 備事

業  

ア  建設 、製 造又 は改 修を 行う 公共 施設 整備 事業 にあ って は、

事業費の総額が１０億円以上のもの  

イ  運 営等 の みを 行う 公 共施 設 整備 事業 に あっ て は、 単年 度

の事業費が１億円以上のもの  

２  前項 の規 定に かかわら ず、 国及 び 他の地 方公 共団 体 におい て

実績の ある 事業 又 は公の 施設 の管 理 につい ては 、Ｐ Ｐ Ｐ／Ｐ Ｆ

Ｉ手法の活用について検討を行うことができるものとする。  

３  第１ 項の 規定 にかかわ らず 、優 先的検討 の対 象か ら除く相 応

の理由 があ る公 共 施設整 備事 業は 、 優先的 検討 対象 事 業 から 除

くことができるものとする。  

（適切なＰＰＰ／ＰＦＩ手法の選択）  



 

 

第６条  市は 、優 先的検討 対象 事業 について 、 次 条に 規定する 簡

易な検 討又 は 第 ８ 条に規 定す る 詳 細 な検討 に先 立 ち 、 当該事 業

の期間 、特 性 、 規 模等を 踏ま え、 当 該事業 の品 質 の 確 保に留 意

しつつ 、最 も適 切 な ＰＰ Ｐ／ ＰＦ Ｉ 手法（ 以下 「採 用 手法」 と

いう。）を選択するものとする。この場合において、唯一の手法

を選択 する こと が 困難で ある とき は 、複数 の手 法を 選 択 する こ

とができるものとする。  

（簡易な検討）  

第７条  市は 、従 来 型手法 を 行 う 場 合及び採 用手 法を 導入した 場

合は、 次に 掲げ る 費用総 額を 比較 し 、採用 手法 の導 入 の適否 を

評価す るも のと す る。 た だし 、 前 条 におい て複 数の 手 法を選 択

した場 合は 、 そ れ ぞれ の 手法 につ い て費用 総額 を算 定 し、そ の

最も低 い 費 用総 額 と 従来 型手 法 を 行 う場合 の費 用総 額 を比較 す

るものとする。  

⑴  公共施設等の整備等（運営等を除く。）の費用  

⑵  公共施設等の運営等の費用  

⑶  民間事業者の適正な利益及び配当  

⑷  調査に要する費用  

⑸  資金調達に要する費用  

⑹  利用料金収入  

２  市は 、前 項 の 規定 にか かわ らず 、次に掲 げる 評価 又はその 他

の公的 負担 の抑 制 につな がる こと を 客観的 に評 価す る ことが で

きる方 法に より 、 採用手 法の 導入 の 適否を 評価 する こ とがで き

るものとする。  

⑴  民間事業者への意見聴取を踏まえた評価  

⑵  類似事例の調査を踏まえた評価  

（詳細な検討）  



 

 

第８条  市は 、 公 共施設整 備事 業（ 前条に規 定す る 簡 易な検討 に

おいて 採用 手法 の 導入に 適し ない と 評価 し た公 共施 設 整備事 業

を除く。）を対象として、専門的な外部コンサルタント の活用な

どによ り、 要求 水 準、リ スク 分担 等 の検討 を行 った 上 で、詳 細

な費用 等の 比較 を 行い、 従来 型手 法 を行う 場合 の費 用 総額と 採

用手法 を導 入し た 場合 の 費用 総額 を 比較し 、採 用手 法 の導入 の

適否を評価するものとする。  

（評価結果の公表）  

第９条  市は 、第 ７条 の規 定に より 簡易な検 討 を 行っ た 結果、 Ｐ

ＰＰ／ ＰＦ Ｉ 手 法 の導入 に適 しな い と評価 した 場合 は 、 ＰＰ Ｐ

／ＰＦ Ｉ手 法を 導 入しな いこ とと し た理由 を適 切な 時 期に 市 の

公式ホームページにおいて公表するものとする。  

２  市は 、 前 条 の 規定によ り 詳 細な 検討を行 った 結果 、 ＰＰＰ ／

ＰＦＩ 手法 の導 入 に適し ない と評 価 した場 合は 、 Ｐ Ｐ Ｐ／Ｐ Ｆ

Ｉ手法 を導 入し な いこと とし た理 由 を適切 な時 期に 市 の公式 ホ

ームページにおいて公表するものとする。  

（委任）  

第１０条  こ の 規 程に定め るも のの ほか ＰＰ Ｐ／ ＰＦ Ｉ 手法の 導

入に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

附  則  

この規程は、平成２９年５月１日から施行する。  

  附  則  

この規程は、令和６年４月１日から施行する。  

  附  則  

この規程は、令和８年４月１日から施行する。  

 


